
生駒市新たな地域クラブ活動推進事業助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校部活動の地域移行を見据え、将来にわたりスポーツ・文化芸術活動

に継続して親しむ機会を確保し、心身の健全育成等を図るため、生駒市新たな地域クラブ活

動を行う低所得世帯等の生徒の保護者に対して予算の範囲内で助成金を交付することに関

し、生駒市補助金等交付要綱（平成２０年１０月生駒市規則第１９号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）新たな地域クラブ 生駒市教育委員会が認定する実施団体に所属しているクラブ 

 （２）生徒 次のア及びイのいずれかに該当する者をいう。 

  ア 生駒市内に住所を有していること 

  イ 生駒市立中学校に在籍していること 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、新たな地域クラブ活動

に参加する生徒で、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 13 条の規定による教育扶助

（以下「教育扶助」という。）又は学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 19条の規定によ

る援助（以下「就学援助」という。）を受けている者とする。 

（助成事業） 

第４条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、新たな地域ク

ラブ活動事業とする。 

（助成対象経費） 

第５条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次のとおりと

する。 

経費の種類 内容 

参加費 生徒が新たな地域クラブに参加する際に必要となる年会費、月会

費及び都度参加費 

保険料 生徒が新たな地域クラブに参加する際に加入する保険の保険料 

その他必要と認め

られる経費 

その他新たな地域クラブ活動において必要な経費で市長が必要

と認めるもの 

（助成の額） 

第６条 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、１会計年度につき２５，５００円を上限と

する。 

（交付の申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該年度の２月末

日までに、新たな地域クラブ活動推進事業助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書



類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請書に添えて提出する書類等によ

り証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させる

ことができる。 

 （１） 教育扶助を受けている者にあっては生活保護受給証明書、就学援助を受けている者

にあっては当該年度分の就学援助費受給者認定通知書 

 （２） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付す

べきものと認めるときは、速やかに助成金の交付を決定し、当該申請者に生駒市新たな地域

クラブ活動推進事業助成金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（申請の取下げ）  

第９条 前条の規定による通知を受けた者（以下「被決定者」という。)は、交付の決定の内

容又はこれに付された条件に不服があり、助成金の交付の申請を取り下げようとするとき

は、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内にその旨を記載した書面を市長に提

出しなければならない。 

（支給期間） 

第１０条 被決定者に対して助成金の支給を開始する日は、教育扶助を受けている者にあって

は生活保護受給期間の開始日又は当該年度の４月１日のいずれか遅い日、就学援助を受けて

いる者にあっては就学援助費の認定年月日とし、当該年度の末日をもって支給を終了するも

のとする。ただし、第１２条の規定による支給の停止決定を受けた者は、当該停止決定を受

けた日の属する月の翌月（その日が月の初日に当るときは、その月）から給付を行わないも

のとする。 

（実績報告等） 

第１１条 被決定者は、各学期終了時に、生駒市新たな地域クラブ活動推進事業実績報告書兼

請求書（様式第３号）に、当該請求に係る生駒市新たな地域クラブに支払った領収書等の参

加費等を納入したことが証明できるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。 

（額の決定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、必要な審査等により、適合

すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、生駒市新たな地域クラブ活動推進事

業助成金額確定通知書（様式第４号）により被決定者に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第１３条 前条の規定により助成金の額を決定された被決定者に対し、遅滞なく、新たな地域

クラブ活動推進事業助成金交付申請書（様式第１号）に記載された口座に生駒市新たな地域

クラブ活動推進事業助成金額確定通知書（様式第４号）記載の交付額を振り込み、交付する

ものとする。 

（支給の停止） 

第１４条 市長は、支給期間の途中において、助成金を受給している生徒又はその保護者が次



の各号のいずれかに該当したときは、助成金の支給を停止するものとする。 

(１) 生徒が支給対象者でなくなったとき。 

(２) 生徒の保護者が助成金の受給を辞退したとき。 

(３) 生徒が死亡したとき。 

(４) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の給付を受けていることが判明したとき。 

(５) その他市長が支給の停止を必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項第４号に規定するときにあっては、既に給付を受けた助成金の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

３ 助成金の支給を停止したときは、関係者に通知するものとする。 

（施行の細則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（委任） 

第１６条 この要綱において市長が行うこととなる事務は、教育委員会に委任するものとす

る。 

  附 則 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和７年１１月１３日から施行する。 


